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1E02	 

	 

自由形式申請書や他薦枠を用いた異能 vation 事例を参考に─評価対象

者と評価者間における Transformative	 Research を見越した理解共有と

イノベ-ション資源としての失敗に関する線引きのための評価システム

の可能性と課題─	 

	 

	 

	 
○鈴木	 羽留香（立命館大学）	 

	 

	 

	 
1.申請者の特性に沿った申請書へと改善し続ける必要性とそのための線引き問題意識の共有	 

	 本稿では、非連続イノベーションを見越した評価の在り方に関して、総務省(a2014)による「戦略的情報通

信研究開発推進事業（SCOPE）平成 26 年度独創的な人向け特別枠「異能 vation」プログラム ICT 研究開発課

題に挑戦する個人の公募」(以下、異能 vation)を事例に考察する。異能 vation 事業をみるとわかるように、

評価実施主体である総務省が求める研究者像としての「変な人」（総務省 a,2014）の特質を分析し、その「独

創的な人」（総務省 a,2014）の視点によりそった評価システムづくりが試みられ始めている。すなわち、「変

な人」（総務省 a,2014）の特殊な発信手段の多様性の中から、Transformative	 Research へとつながりうる潜

在性を秘めた「才能」を探し出すための試策が 2014 年度から開始されている。	 

	 上記の施策事例から、評価システムは評価対象の特質に合わせて設計し続ける必要がある可能性、そして

「革新的な技術やアイデアを持っていながら、社会性が欠けているため研究機関に所属できなかったり、研

究費の申請書類をそろえられずにくすぶっている「異能」の人」(岡田,2014)という「変な人」（総務省 a,2014）

の定義が広義には Gifted・Talented（以下、GT）概念を含み得るとの仮説のもと、異能 vation の自由形式

申請書と他薦枠を研究対象とし、それらと Gifted・Talented 等に関する教育現場でのコミュニケーション手

法との類似性をあきらかにする。仮説が支持された場合、海外を含む特殊教育現場からのスピンオフとして

の科学技術政策における申請書類作成時への応用である可能性がある。Gifted・Talented 等に関する教育現

場における知見や手法を活かし、発信方法が特殊であるがためだけに埋もれてきた「独創的な人」（総務省

a,2014）の持つ Transformative	 Research の芽や潜在シーズを探し出すための申請書類作成を、異能 vation

事業の後継のような政策が今後実施された場合に、さらに確実に抽出することが出来ると考えられる。	 

	 以上の仮説によって、「変な人」（総務省 a,2014）の多様な発信を的確に受け止めるフレームが、教育現場

との連携によって将来的に確立された場合、争点と成り得るのは手法ではなくなり、その最終出口や共通理

念を申請者に共有することであると考えられる。つまり、公募要領に記載されている評価点から事業の趣旨

を申請者と評価者が共有しなければ、実施主体の望む通りの潜在シーズを得ることが困難であると考えられ

る。異能 vation や内閣府 ImPACT 等の長期を見越したハイリスク研究において求められているハイインパク

ト（内閣府,2014）や「失敗を恐れず探求する、大いなる可能性がある ICT 技術課題への挑戦者」（総務省 a,2014）

というコンセプトが申請者に十分に伝わっていなければ、従来通りの無難な短期的成果が確実に得られる範

囲に留まった研究計画のみが集まることになってしまう可能性がある。学術振興会による「科研費や科学技

術振興機構による戦略的創造研究推進事業(特に	 ERATO)、総務省による未踏プロジェクト等」（鈴木 b,2014）

の従来の科学技術政策におけるハイリスク研究よりもさらに長期を見越した「前例のないパラダイム・シフ

トを引き起こす程の破壊的・非連続イノベーション実現のため、従来とは異なった「失敗」1を奨励する評価

を、プロジェクト選考以前の募集段階からあらかじめ明示しているところに共通の特徴がある」（鈴木a,2014）

異能 vation や ImPACT のような、ハイリスク研究のなかでもさらに Transformative	 Research としての側面

の強い2研究プロジェクトを今後も実施する場合は、異能 vation の 4 評価点や Transformative	 Research 概

                                                   
1畑村（2002）は「単に失敗してしまったという結果を責めるだけではなく、次の事故防止、新たな進歩への大事な教材と捉え、生かして

いくべき」と主張している。	 

	  2	 鈴木（2014b）は「日本における	 Transformative	 Research	 概念とその定義、それらが該当し得ると考えられる類似の概念として いか
に両省の施策内で記述されているかを、以下に示すように既に実施した ImPACT と異能の公募資料における評価全般に関する比較

 
図 8 触媒作用の事例 

 

５．将来のイノベーションに向けて 

触媒作用について述べてきたが、多様化するニーズの取り込みや従

来の技術の高度化だけではイノベーションは起こりにくく、インベー

ションを起こすには触媒作用が必要であることがわかる。 

将来のイノベーションが期待される分野に M2M（Machine to 
Machine）通信が挙げられているが、これを単に技術の起用に終わら

せていてはイノベーションに結びつかない。クラウドやデータマイニ

ング等を組み合わせることによる触媒作用によって、新しい次元とし

ての IoT（Internet of Things）としての軸を作り出すことでイノベ

ーションになることが期待される（図 9）。IoT により収集可能なデ

ータの種類や量を増やせることによりビッグデータの活用が促進さ

れる。 

 

６．おわりに 

触媒作用がなくてもインクリ

メンタルイノベーションは起き

るが、ブレイクスルーイノベー

ションを起こすには触媒作用が

存在していることが必要である

（図 10）。これまでとは異なる

次元に変える触媒作用を生み出

す形態には、ネットワークや企

業の場、人、モノ、ビジネスモ

デル等がある。 

今後は、触媒作用を起こす要

因、及び要素の分類分けとその

活性化について研究する。 
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図 10 イノベーションと触媒作用の関係 
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3.1.自由形式申請書	 

	 「3.	 提出物について」で「応募には専用ページから必要項目を入力してエントリーするほか、「研究コ

ンセプトペーパー」「物（試作品など）」「絵や写真」なども選考の参考にする」(山田,2014)べく「エントリ

ーシートでご応募いただいた内容の他、別途提出物がある場合は、下記宛にお送りください。」「書類や資料

を提出する場合はメールか郵送のみで受付け」「提出物例」「１」研究コンセプトペーパー（図・表の入った

もの）２」物（試作品など）３」絵や写真４」その他」「なお、別送は必須ではありません」（総務省 a,2014）

という自由形式の申請書を取り入れている。	 

	 上記の自由形式は「総務省の担当者は「いたずらは困るが、試作品などのモノに加えて絵や写真など、あ

らゆる形式で応募できるようにし、応募時点でのフィルターはかけないことにした。すべての応募に目を通

す」と意気込みを語っていた」（山田,2014）というように、「４」その他」」（総務省 a,2014）という項目か

らもあきらかなように、申請者自身が考えた様々な独自の方法で応募することが可能であるという日本の補

助金事業による補助金事業としては、前例のない制度となっている。	 

	 

3.2.他薦枠	 

	 「自薦の場合」は「組織に所属している個人が応募をする場合は、所属組織が承諾していること」と「採

択までの期間に、面接やヒアリング等に参加可能であること」「採択後、会合や交流会などに積極的に参加を

する意思があること」（総務省 a,2014）といった条件や「[異能 vationQ&A]今回の自薦応募にあたっては一人

一案までしか認められないのでしょうか。/[答え]	 	 応募時点ではいくつ案を出してただいても構いません。

エントリーフォーム、別添資料で複数案をお持ちであることが分かるように、応募内容を記載してください。」

(異能 vation	 a,2014)という回答があることからもわかるように、複数案を提出可能なことも特色として挙

げられる点があるものの、より独特な制度としては以下に述べるように他薦制度が挙げられる。	 

「他薦の場合」は「推薦する際は、本事業への推薦について被推薦者に一切その内容を知らせないこと」「一

次選考を通過した他薦の方には事務局から連絡を行います。他薦による被推薦者本人が希望する場合、二次

選考には被推薦者本人が応募します」（総務省 a,2014）という条件と流れになっている。	 

「「他薦枠」は、「自分には理解できない事柄へ果敢に挑戦している個人を知っている」や「応援したくなる

技術をコツコツと努力している個人が身近に居る」という場合」(異能 vation	 a,2014)を想定し「「他薦枠」

は、独創的な考えや物事への取り組みを行っていながら、その独創性に自分自身では気づいていない人たち

にも本プログラムへ参加してほしいという期待」(異能 vation	 a,2014)から「自ら名乗り出る候補者だけに

留まらず、自身も気づいていない独創性ある候補者を推薦にて募ることで、本プログラムの可能性をいっそ

う拡げることを目指します」(異能 vation	 a,2014)という期待から他薦枠が実施されている。	 

	 なお「「自分自身を他薦する」以外であれば、自薦・他薦・スーパーバイザーアソシエイト・サポートスタ

ッフすべて併願可能」(異能 vation	 b,2014)というように、実施機関である角川アスキー総合研究所のスタ

ッフとも併願可能であるという特色もある。	 

	 

4.事例:GT 教育にみる発信方法の多様性の中から潜在シーズを拾い上げる方法	 

	 異能 vation で募集している「変な人」（総務省 a,2014）により確実に届けるための方法論の可能性をさら

に探るため、前章でレビューした制度に加え、「変な人」（総務省 a,2014）が定義として内包しているとみら

れるギフテッド・タレンティッド（以下、GT）に対する専門教育を概観する。	 

	 松本ら（2013）によると「ギフテッドの定義」では「突出した才能の表現としては”gifted”に加

え”talented”」とあり「松村は、教育実践などで両者は区別されていないため双方を包括する用語を用いる

のが妥当」であるとし「”gifted”と”talented”を包括して以下、ギフテッドと表記」し多国間比較から

「「天賦の才能(giftedness)」は IQ による限られたものではなく、芸術や芸能、スポーツ、起業のスキル、

モチベーション、問題解決能力、リーダーシップ、チームワーキング、創造性、社会情緒スキルなどを含む」

と先行研究により条件付けたうえで「ギフテッドを定義づける IQ の数値は国によって差はあるものの IQ120

〜130 以上のものを指すことが分かる」と整理し「法律による公式な記述がなされていないにも関わらず、

ほとんどの国(most	 countries)で「天賦の才能(giftedness)」の一般的な定義が示されている」としつつも

米国児童臨床心理学者らによる「アスペルガー障害や ADHD についてギフテッドと障害の誤診断の危険性を述

べている」ことも引用したうえで「ギフテッドの持つニーズが見逃されやすいことを示している」（松本

ら,2013）と結論付け、GT のような突出した才能が発信方法の特殊さによって、その能力が十分に発揮され

ていないことが示されている。	 

	 教育上の分類としては「アメリカ合衆国で行われている才能教育（gifted	 education）は特別教育(special	 

education)に含まれている」とあり「一人ひとりの子どものニーズに合わせた教育とつながる部分がある」

念が「学際研究・教育促進統合 NSF 支援(Integrated	 NSF	 Support	 Promoting	 Interdisciplinary	 Research	 and	 

Education:INSPIRE)」3（JSPSUSA,2012）等の先行事例においてどのように申請者へ説明され、評価理念

を共有しているかというのように従来型との差異を明確に示すことが重要であるとともに、評価点で示され

ているものが内包している命題も同時に申請者と問題意識を共有する必要がある。すなわち、長期を見越し

たハイリスク研究事業において Transformative	 Research とは何であるかといった定義に関するより詳細な

議論や、それらが許容しているイノベーション資源としての「価値ある失敗」(総務省,2014)と普通の失敗と

を分ける線引き問題、そして広義には GT イノベーターを含み得る「変な人」(総務省,2014)という研究者像

とただの Believer とを区別する明確な評価基準が求められると考えられる。	 

	 以上の問題意識にもとづき本稿では事例を概観しながら、申請者の特性や広義のニーズを実施主体側が汲

み取るために必要な要件を抽出し、長期を見越した非連続イノベーションのための評価の在り方を考察する。	 

	 

2.事例:科研費申請書類の改善事例にみる申請者側の書きやすさへのニーズを取り込む評価側	 	 

	 後述するように、異能 vation 事業は実施側が申請者側の発信方法を分析し、その特質やニーズに沿った申

請書類を提供している。類似の先行事例としては、異能 vation のような自由な発想にもとづく補助金事業で

ある文部科学省・日本学術振興会（以下、学振）が実施している科学研究費助成事業/科学研究費補助金(以

下、科研費)が挙げられる。「科研費など国による研究支援は原則、申請者が大学や研究機関に所属している

必要があり、「義務教育卒業以上」で応募できる枠は珍しい」(岡田,2014)といった差異はあるものの、それ

らの理念は部分的には共通点がある。	 

	 多様な研究者の申請を想定してつくられている科研費の申請書もかつては「全般的にみて,科研費申請書

(計画調書)は繁雑である.これはもう少し簡略化でぎるのではなかろうか」（高尾,1979）という指摘もあった。

学振では、申請者の書きやすさに対応するための各種改善に加えて、申請制度自体の見直しを実施している。

たとえば「(2)主な制度改善」の「2	 英文版公募要領、研究計画調書等の作成」では、海外からの応募という

ニーズを受け「国内の研究環境の国際化の進展に対応するため、平成 21年度科研費の公募要領及び研究計画

調書について、英文版を作成した。また、科研費が採択されたすべての研究者に配布している研究者ハンド

ブックについても英語版を作成し、これらについては、科研費のホームページから入手できるようにした」

（科学研究費委員会,2009）というように改善することで、申請者の多様性を取り込む制度へと変更を実施し

ている。	 

	 科学技術政策担当大臣ら(2010)による「平成 23年度科学・技術重要施策アクション・プラン」の「改善の

方向性」でも「すべての資金制度において、繰越制度、繰越手続きの簡素化等の取組について周知・徹底を

行う。応募要領等には繰越について明記する。研究費のうち国からの補助金及び国からの委託費については、

まずは、科学研究費補助金の事例を参考に、繰越に必要な書類の簡素化を図ることとする。あわせて繰越に

必要な書類の標準化についても各制度横断的に検討する」(科学技術政策担当大臣ら,2010)とし「簡素化」と

いう改善からも、申請書類・申請制度の申請者側のニーズを取り込んだ変更がみられ「「変な人」枠には繰り

返し申請可能。最初の 1 年間の研究が「良い失敗」に終わった場合、翌年にもう一度同枠に申請し、成功の

確度を上げていく―という使い方も想定する」（岡田,2014）といった異能 vation 制度にも応用可能であると

みられる。	 

	 

3.事例:異能 vation 事業における潜在シーズの拾い上げへの試み	 

	 前章では外国人等の多様な申請者を取り込むために、申請制度や関連する書類の改善や標準化といった、

申請者の特質に応える事例がみられた。本章では、より特殊な申請者にも焦点を拡大するべく「書類を書く

のが苦手な“変な人”も応募しやすいよう、応募フォーマットを工夫する。「日本語でしっかりした応募書類

が書ける人もいるだろうが、イラスト 1 枚で表現する人、単語でしか説明できない人もいるかもしれない。

入り口でキャラクターの多様性を失いたくないので、バリエーションを用意する検討をしている」と高村氏

は言う。」（岡田,2014）という目的を擁する異能 vation 事業をレビューし、多様性の中から潜在シーズを探

すための試策を事例として取り上げた。総務省が「これまで国の支援が届かなかった“異能”の発掘を目指

し、在野の研究者の申請に期待する」べく「「変な人」枠には、（1）義務教育を卒業していれば応募できる、

（2）失敗を奨励する、（3）専門家の助言が得られる、（4）書類をそろえたり物品・予算の管理を行うなど事

務的な作業を、事務局が代行」(岡田,2014)するといった制度の独自性に加え、次節でレビューするように、

自由形式申請書と他薦枠という前例のない申請制度を実施している。	 

                                                                                                                                                                         
をベースとし、それらをもとに本稿ではさらに Transformative 概念のみに特化して絞り込みを実施」した研究により、異能vationと

ImPACTとTransformative Research概念との共通点をあきらかにした。 
3 INSPIREに関しては「本イニシアティブは、トランスフォーマティブな研究になりうる可能性を有する学際的研究を支援すること

を目的として2012 年度に創設されたもの」（JSPSUSA,2012）というように説明されている。 
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3.1.自由形式申請書	 

	 「3.	 提出物について」で「応募には専用ページから必要項目を入力してエントリーするほか、「研究コ

ンセプトペーパー」「物（試作品など）」「絵や写真」なども選考の参考にする」(山田,2014)べく「エントリ

ーシートでご応募いただいた内容の他、別途提出物がある場合は、下記宛にお送りください。」「書類や資料

を提出する場合はメールか郵送のみで受付け」「提出物例」「１」研究コンセプトペーパー（図・表の入った

もの）２」物（試作品など）３」絵や写真４」その他」「なお、別送は必須ではありません」（総務省 a,2014）

という自由形式の申請書を取り入れている。	 

	 上記の自由形式は「総務省の担当者は「いたずらは困るが、試作品などのモノに加えて絵や写真など、あ

らゆる形式で応募できるようにし、応募時点でのフィルターはかけないことにした。すべての応募に目を通

す」と意気込みを語っていた」（山田,2014）というように、「４」その他」」（総務省 a,2014）という項目か

らもあきらかなように、申請者自身が考えた様々な独自の方法で応募することが可能であるという日本の補

助金事業による補助金事業としては、前例のない制度となっている。	 

	 

3.2.他薦枠	 

	 「自薦の場合」は「組織に所属している個人が応募をする場合は、所属組織が承諾していること」と「採

択までの期間に、面接やヒアリング等に参加可能であること」「採択後、会合や交流会などに積極的に参加を

する意思があること」（総務省 a,2014）といった条件や「[異能 vationQ&A]今回の自薦応募にあたっては一人

一案までしか認められないのでしょうか。/[答え]	 	 応募時点ではいくつ案を出してただいても構いません。

エントリーフォーム、別添資料で複数案をお持ちであることが分かるように、応募内容を記載してください。」

(異能 vation	 a,2014)という回答があることからもわかるように、複数案を提出可能なことも特色として挙

げられる点があるものの、より独特な制度としては以下に述べるように他薦制度が挙げられる。	 

「他薦の場合」は「推薦する際は、本事業への推薦について被推薦者に一切その内容を知らせないこと」「一

次選考を通過した他薦の方には事務局から連絡を行います。他薦による被推薦者本人が希望する場合、二次

選考には被推薦者本人が応募します」（総務省 a,2014）という条件と流れになっている。	 

「「他薦枠」は、「自分には理解できない事柄へ果敢に挑戦している個人を知っている」や「応援したくなる

技術をコツコツと努力している個人が身近に居る」という場合」(異能 vation	 a,2014)を想定し「「他薦枠」

は、独創的な考えや物事への取り組みを行っていながら、その独創性に自分自身では気づいていない人たち

にも本プログラムへ参加してほしいという期待」(異能 vation	 a,2014)から「自ら名乗り出る候補者だけに

留まらず、自身も気づいていない独創性ある候補者を推薦にて募ることで、本プログラムの可能性をいっそ

う拡げることを目指します」(異能 vation	 a,2014)という期待から他薦枠が実施されている。	 

	 なお「「自分自身を他薦する」以外であれば、自薦・他薦・スーパーバイザーアソシエイト・サポートスタ

ッフすべて併願可能」(異能 vation	 b,2014)というように、実施機関である角川アスキー総合研究所のスタ

ッフとも併願可能であるという特色もある。	 

	 

4.事例:GT 教育にみる発信方法の多様性の中から潜在シーズを拾い上げる方法	 

	 異能 vation で募集している「変な人」（総務省 a,2014）により確実に届けるための方法論の可能性をさら

に探るため、前章でレビューした制度に加え、「変な人」（総務省 a,2014）が定義として内包しているとみら

れるギフテッド・タレンティッド（以下、GT）に対する専門教育を概観する。	 

	 松本ら（2013）によると「ギフテッドの定義」では「突出した才能の表現としては”gifted”に加

え”talented”」とあり「松村は、教育実践などで両者は区別されていないため双方を包括する用語を用いる

のが妥当」であるとし「”gifted”と”talented”を包括して以下、ギフテッドと表記」し多国間比較から

「「天賦の才能(giftedness)」は IQ による限られたものではなく、芸術や芸能、スポーツ、起業のスキル、

モチベーション、問題解決能力、リーダーシップ、チームワーキング、創造性、社会情緒スキルなどを含む」

と先行研究により条件付けたうえで「ギフテッドを定義づける IQ の数値は国によって差はあるものの IQ120

〜130 以上のものを指すことが分かる」と整理し「法律による公式な記述がなされていないにも関わらず、

ほとんどの国(most	 countries)で「天賦の才能(giftedness)」の一般的な定義が示されている」としつつも

米国児童臨床心理学者らによる「アスペルガー障害や ADHD についてギフテッドと障害の誤診断の危険性を述

べている」ことも引用したうえで「ギフテッドの持つニーズが見逃されやすいことを示している」（松本

ら,2013）と結論付け、GT のような突出した才能が発信方法の特殊さによって、その能力が十分に発揮され

ていないことが示されている。	 

	 教育上の分類としては「アメリカ合衆国で行われている才能教育（gifted	 education）は特別教育(special	 

education)に含まれている」とあり「一人ひとりの子どものニーズに合わせた教育とつながる部分がある」

念が「学際研究・教育促進統合 NSF 支援(Integrated	 NSF	 Support	 Promoting	 Interdisciplinary	 Research	 and	 

Education:INSPIRE)」3（JSPSUSA,2012）等の先行事例においてどのように申請者へ説明され、評価理念

を共有しているかというのように従来型との差異を明確に示すことが重要であるとともに、評価点で示され

ているものが内包している命題も同時に申請者と問題意識を共有する必要がある。すなわち、長期を見越し

たハイリスク研究事業において Transformative	 Research とは何であるかといった定義に関するより詳細な

議論や、それらが許容しているイノベーション資源としての「価値ある失敗」(総務省,2014)と普通の失敗と

を分ける線引き問題、そして広義には GT イノベーターを含み得る「変な人」(総務省,2014)という研究者像

とただの Believer とを区別する明確な評価基準が求められると考えられる。	 

	 以上の問題意識にもとづき本稿では事例を概観しながら、申請者の特性や広義のニーズを実施主体側が汲

み取るために必要な要件を抽出し、長期を見越した非連続イノベーションのための評価の在り方を考察する。	 

	 

2.事例:科研費申請書類の改善事例にみる申請者側の書きやすさへのニーズを取り込む評価側	 	 

	 後述するように、異能 vation 事業は実施側が申請者側の発信方法を分析し、その特質やニーズに沿った申

請書類を提供している。類似の先行事例としては、異能 vation のような自由な発想にもとづく補助金事業で

ある文部科学省・日本学術振興会（以下、学振）が実施している科学研究費助成事業/科学研究費補助金(以

下、科研費)が挙げられる。「科研費など国による研究支援は原則、申請者が大学や研究機関に所属している

必要があり、「義務教育卒業以上」で応募できる枠は珍しい」(岡田,2014)といった差異はあるものの、それ

らの理念は部分的には共通点がある。	 

	 多様な研究者の申請を想定してつくられている科研費の申請書もかつては「全般的にみて,科研費申請書

(計画調書)は繁雑である.これはもう少し簡略化でぎるのではなかろうか」（高尾,1979）という指摘もあった。

学振では、申請者の書きやすさに対応するための各種改善に加えて、申請制度自体の見直しを実施している。

たとえば「(2)主な制度改善」の「2	 英文版公募要領、研究計画調書等の作成」では、海外からの応募という

ニーズを受け「国内の研究環境の国際化の進展に対応するため、平成 21年度科研費の公募要領及び研究計画

調書について、英文版を作成した。また、科研費が採択されたすべての研究者に配布している研究者ハンド

ブックについても英語版を作成し、これらについては、科研費のホームページから入手できるようにした」

（科学研究費委員会,2009）というように改善することで、申請者の多様性を取り込む制度へと変更を実施し

ている。	 

	 科学技術政策担当大臣ら(2010)による「平成 23年度科学・技術重要施策アクション・プラン」の「改善の

方向性」でも「すべての資金制度において、繰越制度、繰越手続きの簡素化等の取組について周知・徹底を

行う。応募要領等には繰越について明記する。研究費のうち国からの補助金及び国からの委託費については、

まずは、科学研究費補助金の事例を参考に、繰越に必要な書類の簡素化を図ることとする。あわせて繰越に

必要な書類の標準化についても各制度横断的に検討する」(科学技術政策担当大臣ら,2010)とし「簡素化」と

いう改善からも、申請書類・申請制度の申請者側のニーズを取り込んだ変更がみられ「「変な人」枠には繰り

返し申請可能。最初の 1 年間の研究が「良い失敗」に終わった場合、翌年にもう一度同枠に申請し、成功の

確度を上げていく―という使い方も想定する」（岡田,2014）といった異能 vation 制度にも応用可能であると

みられる。	 

	 

3.事例:異能 vation 事業における潜在シーズの拾い上げへの試み	 

	 前章では外国人等の多様な申請者を取り込むために、申請制度や関連する書類の改善や標準化といった、

申請者の特質に応える事例がみられた。本章では、より特殊な申請者にも焦点を拡大するべく「書類を書く

のが苦手な“変な人”も応募しやすいよう、応募フォーマットを工夫する。「日本語でしっかりした応募書類

が書ける人もいるだろうが、イラスト 1 枚で表現する人、単語でしか説明できない人もいるかもしれない。

入り口でキャラクターの多様性を失いたくないので、バリエーションを用意する検討をしている」と高村氏

は言う。」（岡田,2014）という目的を擁する異能 vation 事業をレビューし、多様性の中から潜在シーズを探

すための試策を事例として取り上げた。総務省が「これまで国の支援が届かなかった“異能”の発掘を目指

し、在野の研究者の申請に期待する」べく「「変な人」枠には、（1）義務教育を卒業していれば応募できる、

（2）失敗を奨励する、（3）専門家の助言が得られる、（4）書類をそろえたり物品・予算の管理を行うなど事

務的な作業を、事務局が代行」(岡田,2014)するといった制度の独自性に加え、次節でレビューするように、

自由形式申請書と他薦枠という前例のない申請制度を実施している。	 

                                                                                                                                                                         
をベースとし、それらをもとに本稿ではさらに Transformative 概念のみに特化して絞り込みを実施」した研究により、異能vationと

ImPACTとTransformative Research概念との共通点をあきらかにした。 
3 INSPIREに関しては「本イニシアティブは、トランスフォーマティブな研究になりうる可能性を有する学際的研究を支援すること

を目的として2012 年度に創設されたもの」（JSPSUSA,2012）というように説明されている。 
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１Ｅ０３ 

研究成果とイノベーションの橋渡し（「フェーズⅡ」の機能） 

─持続可能な素材利用システムのモデル化の事例から─ 

 

 
○醍醐市朗，後藤芳一（東大） 

 

１．はじめに 
シーズ起点の研究における成果と社会的要請

の間には、ギャップやミスマッチがあることが課

題である。社会の要請は、多くの個別現象が総合

的かつ複雑に関与している上に、問題を解くべき

評価尺度が多数存在しており、いわば包括的な要

請である。それに対し、研究課題は、問題やその

対象とするシステム境界が明確であり、個別事象

を扱っており、いわば個別的・基礎的な成果であ

る。ギャップやミスマッチの一因は、これら包括

と個別の違いにあると考えられる。著者らは、そ

れを接続・翻訳する機能（「フェーズⅡ」）の重要

性に注目する。著者らは、次章で簡単に説明する

「持続可能な素材利用システム」において研究を

進めている。著者らは、当該分野において、新し

いモデルの確立等を通じて分野を主導している

が、この延長では素材利用の持続可能性に対する

解しか得られない。著者らは、社会の要請と研究

課題を橋渡しする機能に注目し、両者を科学・工

学・社会的視点から接続する方法論を研究してお

り、成果は他の分野にも応用可能にすることをめ

ざしている。本稿では、その到達点を整理して論

じる。 

 

２．持続可能な素材利用システムに関

する研究分野 
著者らが、分析・評価の対象とする持続可能な

素材利用システムに関する研究は、産業エコロジ

ー（industrial ecology）という学術分野として、

1990 年代から形成されてきた領域の一部である。

もう少し大きい括りを考えると、本研究分野が対

象とする社会的要請は、地球環境問題の 1つであ

る資源の有限性であり、資源（特には金属鉱物）

の面における、持続可能な発展に向けた研究を遂

行している。 

持続可能な素材利用を実現するためには、様々

な新しい基礎技術が必要になる。例えば、高効率

なリサイクル技術、素材製造や製品製造における

省資源技術、代替材料等が挙げられる。また、同

様に社会における制度等のシステム技術も発展

する必要があり、わが国でも既に資源循環利用促

進法、循環型社会形成推進基本法ならびに同計画、

各種リサイクル法が施行されている。 

 

３．社会的要請と技術を結ぶシステム

研究―フェーズⅡの提案 
 実際の社会における包括的課題を解決するの

は研究や技術の発展であり、基礎的・要素的な研

究や技術を合わせて社会的要請に応えることが

望まれる。しかし、要請に応えるためには、どの

ような研究や技術が欠けているのか、基礎的な研

究を社会に実装するためにどの方向に発展させ

ればよいのか、このような包括的な疑問に対する

答えはなかなか見つからないのが現状である。 

個別の研究成果や技術は、個別の現象に対する

機序を明確にし、それを積み上げていくことで、

社会的要請に応えようとしている。個別技術によ

り一歩でも要請に近づくことに間違いはないが、

その一歩の重要性や実効性は分からず、場合によ

っては、あまりにも小さな一歩であることもある。

一方で、社会学は、包括的な社会的要請を、包括

的な状態のまま受け止めるものの、個別の現象ま

でブレイクダウンされることは稀であるため、技

術開発にとっての示唆を得るのは困難である。個

別の技術を出発点、社会的要請が到着点とし、そ

の道筋を 10 段の階段と仮定すると、研究・技術

の発展は、0段目、1段目と積上げるものの、2段

目、3段目までなかなか積みあがらず、社会学は、

10 段目、9 段目と降りてくるものの、8 段目、7

段目までなかなか降りるのは難しい。これは、個

別研究・技術にとっては、社会的要請の全体が明

確でないとともに、その中の自分自身の位置づけ

が明確でないことで、向かうべき道筋が明確にな

らないことが一因と考えられる。同様に、社会学

にとっては、要請を構成すべき要素研究や要素技

術が明確でないとともに、それらの関連を明確に

できないことで、問題を分解したり、モデル化し

たり、一般化したり、特定の尺度や対象に投影し

たりすることが困難な一因と考えられる。図１に、

階段の例示も含めて模式化した個別技術・研究と

社会的要請の関係を示した。 

 そこで、本稿で導入するそれらを接続・翻訳す 

として「代表的なものとしては、全校拡充モデル(shoolwide	 Enrichment	 Model,以下,SEM とする)がある」

と述べ、イギリスにおける教育支援としては「才能をもつ子どもの苦手な部分を「ニーズ」としてとらえて

支援の幅を広げている」としたうえで「ギフテッドの社会性に関する補償的措置として、その代表的なもの

にカウンセリングサービスがある」（松本ら,2013）とし、GT のニーズやその発信方法をサポートしている。

以上のように GT 教育での論点は、異能 vation 事業における「変な人」（総務省 a,2014）が従来の申請書類

において適切に表現出来ないためにその能力が十分に評価されていない問題と類似している可能性がある。

まだ GT 教育自体が発展途上にあるものの、これらのカウンセリングサービスの今後の知見からは、「変な人」

（総務省,2014）の多様な発信方法を確実に受け入れるために必要な要件が期待出来ると考えられるため、GT

教育のさらなる進展が望まれる。	 

	 

5.考察	 

	 これらの Transformative	 Research を税金で実施し続ける場合、本稿で述べた実施主体と申請者側とが評

価基準と Transformative	 Research 評価に内在している命題の共有だけでなく、鈴木（2014c）が「税金によ

るハイリスクの困難さ」を「実施主体側と財務当局との調整事例」であきらかにしたようにハイリスク研究

自体に対する社会の理解がまだ十分に専門家集団内でも共有されていないため「ハイリスク研究を実施する

ために必要な評価理念文化の醸成のための要件」を社会全体でも議論し、本稿で述べた「変な人」（総務

省,2014）の多様な発信方法や固有な表現方法を誤解することなく、評価者へ確実に届けるために、偏見なく

長期を見据えて応援する機運を高めるための文化づくりによって、従来の評価基準や評価理念文化では切り

捨てられ、社会から排除されがちであった「独創的な人」（総務省 a,2014）が他薦だけではなく、社会のキ

ャパシティーの拡大によって「変な人」（総務省,2014）が萎縮することなく、より積極的に自薦可能な文化

構築も同時に必要ではないだろうか。	 
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